
議案第１１４号

青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２０日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

（説明）

青梅市国民健康保険事業における財政の安定化を図るため、国民健康保

険税の税率等を改定したいので、この条例案を提出いたします。

青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

青梅市国民健康保険税条例（平成１０年条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第３条第１項中「１００分の６．００」を「１００分の６．２５」に改

める。

第４条中「３０，６００円」を「３３，０００円」に改める。

第５条中「１００分の１．９５」を「１００分の２．０７」に改める。

第６条中「１１，２００円」を「１２，０００円」に改める。

第７条中「１００分の１．８５」を「１００分の１．９５」に改める。

第８条中「１２，２００円」を「１３，１００円」に改める。

第２０条第１項第１号ア中「２１，４２０円」を「２３，１００円」に

改め、同号イ中「７，８４０円」を「８，４００円」に改め、同号ウ中

「 ８ ， ５ ４ ０ 円 」 を 「 ９ ， １ ７ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 ア 中

「１５，３００円」を「１６，５００円」に改め、同号イ中「５，６００

円 」 を 「 ６ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中 「 ６ ， １ ０ ０ 円 」 を

「 ６ ， ５ ５ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 ア 中 「 ６ ， １ ２ ０ 円 」 を



「６，６００円」に改め、同号イ中「２，２４０円」を「２，４００円」

に改め、同号ウ中「２，４４０円」を「２，６２０円」に改め、同条第２

項第１号ア中「４，５９０円」を「４，９５０円」に改め、同号イ中

「７，６５０円」を「８，２５０円」に改め、同号ウ中「１２，２４０円」

を 「 １ ３ ， ２ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 エ 中 「 １ ５ ， ３ ０ ０ 円 」 を

「 １６ ， ５０ ０ 円 」に 改 め 、同 項 第 ２号 ア 中「 １ ， ６８ ０ 円」 を

「１，８００円」に改め、同号イ中「２，８００円」を「３，０００円」

に改め、同号ウ中「４，４８０円」を「４，８００円」に改め、同号エ中

「５，６００円」を「６，０００円」に改める。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の青梅市国民健康保険税条例の規定は、令和６

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。


